
 

  

 

 

 

 

｢地域コミュニティ｣とは？  

  地域の住民が日常的に生活し交流を行っている地域社会における 

住民同士のつながり又は集まりをいいます。 

｢佐世保市における地域コミュニティ施策の経緯｣は？ 

◆ 「佐世保市地域コミュニティあり方検討委員会」設置（平成２０年～平成２１年度） 

  「市民協働によるまちづくり」をめざす、佐世保市における望ましい地域コミュニティの 

あり方について検討し、委員会から提出された提言書では、新たな地域コミュニティ組織と 

して「まち育て運営会」の創設を提言。 

 

◆ 「佐世保市地域コミュニティ推進会議」設置（平成２２年９月） 

  庁内関係部局における地域コミュニティ施策の検討組織を設置。 

 

◆ 「佐世保市地域コミュニティ推進指針」策定（平成２４年１１月） 

  市民協働に基づく地域コミュニティ推進の方向性を指針として策定。 

 

◆ 「地区自治協議会モデル事業」（平成２４年度～２６年度） 

  市内４地区（吉井地区、宮地区、山澄地区、大野地区）で地区自治協議会設立に向けた 

 モデル事業を実施。 

◆ 「佐世保市地域コミュニティ推進計画」策定（平成２７年２月） 

  モデル事業の検証結果を踏まえ、２６年度から２９年度までの４年間にわたる「地域 

コミュニティ推進事業」の具体的な施策推進の年次計画として策定。 

◆ 地区自治協議会設立事業先行実施（平成２６年～２７年度） 

  市内２地区（針尾地区、小佐々地区）で地区自治協議会設立事業の先行実施により設立。 

 

◆ 地区自治協議会設立支援（平成２７年度～２９年度） 

  市内全域での地区自治協議会設立に向けた取組みを支援。＜全２７地区で設立＞ 

 

◆ 「佐世保市地域コミュニティ活性化推進条例」（平成３０年４月１日施行） 

  地域コミュニティの活性化の推進に関する基本理念や、市民等、住民自治組織、事業者及び 

 市など各主体の役割、町内会加入促進等の取組み及び地区自治協議会の設置等を条例として制定。 

輝っと さきべ 
 キ  ラ 崎辺地区自治協議会だより 
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E-mail：s a k i b e - z i t i @ t v s 1 2 . j p  

めざそう！ 緑と海に囲まれた  

美しいまち 輝っと“さきべ” 

      ９月の親睦球技大会を終え、自治協議会では 

     ｢第６回崎辺地区公民館まつり｣や｢市政懇談会｣ 

へ向けた取り組みを行っています。今月は特に 

大きな行事がなかったので、良い機会ですから「地域コミュ

ニティ活性化」について一緒に学びたいと思います。 

 

mailto:sakibe-ziti@tvs12.jp


｢町内会｣とは？ 

  一定の区域に居住する者の地縁に基づいて形成された団体又は自治活動を行っていると 

 認められる集合住宅の管理組合であって、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な 

 共同活動を行う地域コミュニティの最も基礎的な住民自治組織のことをいいます。 

  なお、本市においては、地域によって「自治会」、「公民館」、「区」など呼称は様々ですが、 

 佐世保市地域コミュニティ推進計画では、「町内会」で統一しています。 

 

｢地区自治協議会｣とは？ 

  地区公民館が事業の主たる対象としている区域を基準とする区域内において、町内会を中心 

 に地域コミュニティの維持、再構築もしくは形成、地域課題の解決又は地域の活性化に取り組 

 むことを基本として設置された団体であって、市長の認定を受けたものをいいます。 

 

◆ 市民 ･･･ 市内に居住する者 

◆ 市民等 ･･･ 市民、市内に通勤又は通学する者及び事業者等 

◆ 住民自治組織 ･･･ 町内会及び地区自治協議会 

◆ 事業者 ･･･ 市内にその事務所又は事業所を置き、事業活動を行う者 

◆ 住宅関連事業者 ･･･ 住宅の建設、販売、賃貸又は管理を行う事業を行う者 

※ 地区自治協議会に関する「佐世保市地域コミュニティ活性化推進条例」について、詳しくお

知りになりたい方は、佐世保市役所のホームページで検索できます。 

崎辺地区自治協議会の｢地域コミュニティ計画｣は？ 

【まちづくりスローガン】 

めざそう！ 緑と海に囲まれた 美しいまち 輝っと “さきべ” 

◆ ひと育て まち育て 元気で輝く まちづくり ◆ 

         

       １ 「ひと育て」活動    ◆ 心のつながりを大切にしよう 

                     ◆ 学び合い・教え合いを大切にしよう 

                     ◆ 笑顔であいさつを交わし合おう 

       ２ 「まち育て」活動    ◆ 公民館活動や地域の行事に参加しよう 

                     ◆ 住民どうしの親睦・交流活動を促進しよう 

                     ◆ 美しいまちづくりに努めよう 

       ３ 「元気づくり」活動   ◆ 生きがいづくりに努めよう 

                     ◆ 安心・安全な まちづくりをめざそう 

                     ◆ 子どもや高齢者を見守り支えよう 

       ４ 「輝きづくり」活動   ◆ 思いやりの心を輝かそう 

                     ◆ 緑や海の美しさを輝かそう 

                     ◆ ルールを守り地域を輝かそう 
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